
特定個人情報保護委員会（第５３回）議事概要 

１ 日時：平成２７年７月２４日（金）１１：００～１２：００ 

２ 場所：特定個人情報保護委員会委員会室（三会堂ビル８階） 

３ 出席者：堀部委員長、阿部委員、嶋田委員、手塚委員、加藤委員 

其田事務局長、松元総務課長 

４ 議事の概要 

（１）議題１：職業安定行政業務に関する事務全項目評価書についての概要説明

について 

特定個人情報保護委員会議事運営規程第８条第１項の規定に基づき、厚生

労働省の職員が会議に出席した。 

厚生労働省から、職業安定行政業務に関する事務全項目評価書の概要につ

いて説明があった。 

手塚委員から、「ハローワークシステムで保有する個人情報が、端末等を

通じてインターネットに流出しないようにシステム面の措置を講じるとさ

れているところ、当該措置について具体的に説明してほしい」という旨の発

言があった。これに対し厚生労働省から、「ハローワークに提出された届出

書等の情報については、厚生労働省の専用線であるネットワークを通じて、

インターネットに接続できない環境で入力する。インターネットへは、別途

設けられたインターネット閲覧専用端末から接続するよう措置を講じてい

る」という旨の発言があった。 

加藤委員から、「今の説明にあった厚生労働省のネットワークの仕組みと

リスク対策について詳細に説明してほしい」という旨の発言があった。これ

に対し厚生労働省から、「統合ネットワークは、厚生労働省本省と地方支分

部局を接続する基盤であり、通信の暗号化や不正侵入防止機能を備えている。

ハローワークシステム及びその利用拠点においては、同システムの各種セキ

ュリティ対策に加えて、統合ネットワークのファイアウォールを利用して、

不正アクセスや不正侵入の防止、各拠点とデータセンタ間の通信の暗号化に

よる情報漏えい対策、各拠点における不正通信の遮断を実施している」とい

う旨の発言があった。 

阿部委員から、「ハローワークシステムで処理する複数の事務における、

特定個人情報ファイルとそれ以外のファイルとの間のアクセス制御につい

て詳細に説明してほしい」という旨の発言があった。これに対し厚生労働省

から、「職員にユーザ ID を割り当て、端末を利用するにはユーザ ID とパス

ワードを求めることとした上で、雇用保険、求職者支援、職業紹介等の業務

ごとにユーザ ID に割り当てる権限を細分化するとともに、これらの権限を

有する者のうち更に個人番号を取り扱うことのできる権限を設ける等、権限

のない職員からの業務ファイルの閲覧を抑制している」という旨の発言があ

った。 



嶋田委員から、「過去３年以内に発生した個人情報に関する重大事故を踏

まえた対策について、具体的にどのように徹底を図ったのか、また非正規・

期間雇用の職員を含めて教訓をどう伝達していくのか、説明してほしい」と

いう旨の発言があった。これに対し厚生労働省から、「他の事業所のデータ

ファイルを送付した事案を受けて、パスワードを知らない者には当該事業所

の情報が閲覧できないようシステム改修を行うとともに、ダブルチェックを

行う作業手順の徹底を図るよう本省から指示し、再発防止に努めている」と

いう旨の発言があった。これを受けて嶋田委員から、「様々な職員に対する

教育は一律に行うのか」という旨の発言があった。これに対し厚生労働省か

ら、「個人情報の取扱いに関して、毎年１回全ての職員・非常勤職員に研修

受講を義務付けるとともに、毎月１回のチェックリストによる確認を義務付

けており、それを踏まえて見直しをしながら、現場において常に指導させて

いる」という旨の発言があった。 

堀部委員長から、「過去の重大事故の発生も踏まえ、番号制度の運用に当

たってはより厳格な取扱いが求められるところ、職員研修の内容や今後のマ

イナンバーの取扱いに関する教育について説明してほしい」という旨の発言

があった。これに対し厚生労働省から、「特定個人情報に特化した、番号制

度上の保護措置について、施行準備段階から周知・教育を行うとともに、不

審メール受領時の LAN ケーブル抜線やヘルプデスクへの報告等を内容とす

る全職員への配付テキストについて、近々に改訂し、常に見直していく」と

いう旨の発言があった。これを受けて堀部委員長から、「職員教育を徹底し

ていただきたい」という旨の発言があった。 

（２）議題２：特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について 

事務局から、第５２回委員会で審議した通知案及び告示案の修正案につい

て、資料に基づき説明があった。原案のとおり、パブリックコメントを行う

ことが了承された。 

（３）議題３：「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分

を示す証明書の様式を定める規則（案）」について 

事務局から、資料に基づき説明があった。原案のとおり、パブリックコメ

ントを行うことが了承された。 

以上 




